
詳しくは裏面へ！

全ての農産物を対象に収入減少
を補てんする制度です！

価格低下、病気・怪我、自然災害、盗難等
様々なリスクから農業経営を守ります。

青色申告を行っている農業者が加入できます。

全ての農産物を対象に収入減少
を補てんする制度です！

価格低下、病気・怪我、自然災害、盗難等
様々なリスクから農業経営を守ります。

青色申告を行っている農業者が加入できます。

鹿児島県からの
お知らせ 農業を経営しているみなさまへ

収入保険って？

収入保険加入促進緊急支援事業
※令和９年２月末日までに払い込まれた保険料が対象となります。
※積立金、付加保険料（事務費）は対象外です。

最大９万円

農業経営収入保険の保険料※を

補助します！



本所 鹿児島市鴨池新町12-4
TEL 099-255-6161 FAX 099-255-6190

○南薩支所 0993-58-3100 ○肝属支所 0994-48-3180
○北薩支所 0996-21-3131 ○熊毛支所 0997-27-2278
○中部支所 0995-59-3211 ○大島支所 0997-58-6012
○曽於支所 099-479-3288 ○南大島支所 0997-86-2389

収入保険加入促進緊急支援事業

継続でご加入の方
加入者負担保険料の1/3以内を補助します（上限６万円）

ＮＯＳＡＩかごしま（鹿児島県農業共済組合）

加入申請はお早めに
個人の方は12月まで、法人の方は事業年度の末月までに

加入申し込みをお願いします。

新規でご加入の方
加入者負担保険料の1/2以内を補助します（上限９万円）

例えば（新規加入の場合）

基準収入1,000万円の農業者が
①「保険方式のみ90％」で加入した場合･･･

掛捨ての保険料は23.0万円となるので、
最大で9.0万円補助を受けられます。

②「保険方式80％」と「積立方式10％」で加入した場合…
掛捨ての保険料は10.8万円となるので、
最大で5.4万円補助を受けられます。

お問い合わせ・ご相談は


